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第８条　同時に使用される二以上の物品、建築物又は画像で
あつて経済産業省令で定めるもの（以下「組物」という。）
を構成する物品、建築物又は画像に係る意匠は、組物全体
として統一があるときは、一意匠として出願をし、意匠登
録を受けることができる。

（内装の意匠）
第８条の２　店舗、事務所その他の施設の内部の設備及び装
飾（以下「内装」という。）を構成する物品、建築物又は
画像に係る意匠は、内装全体として統一的な美感を起こさ
せるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けるこ
とができる。

（関連意匠）
第 10 条　意匠登録出願人は、自己の意匠登録出願に係る意
匠又は自己の登録意匠のうちから選択した一の意匠（以下
「本意匠」という。）に類似する意匠（以下「関連意匠」と
いう。）については、当該関連意匠の意匠登録出願の日（第
15 条第１項において準用する特許法第 43 条第１項、第
43条の２第１項又は第43条の３第１項若しくは第２項の
規定による優先権の主張を伴う意匠登録出願にあつては、
最初の出願若しくは 1900 年 12 月 14 日にブラッセルで、
1911 年６月２日にワシントンで、1925 年 11 月６日に
ヘーグで、1934 年６月２日にロンドンで、1958 年 10
月 31 日にリスボンで及び 1967 年７月 14 日にストック
ホルムで改正された工業所有権の保護に関する 1883 年３
月 20 日のパリ条約第４条Ｃ (4) の規定により最初の出願
とみなされた出願又は同条Ａ (2) の規定により最初の出願
と認められた出願の日。以下この項において同じ。）がそ
の本意匠の意匠登録出願の日以後であつて、当該本意匠の
意匠登録出願の日から10年を経過する日前である場合に
限り、第九条第一項又は第二項の規定にかかわらず、意匠
登録を受けることができる。ただし、当該関連意匠の意匠
権の設定の登録の際に、その本意匠の意匠権が第44条第
４項の規定により消滅しているとき、無効にすべき旨の審
決が確定しているとき、又は放棄されているときは、この
限りでない。

２　第３条第１項第一号又は第二号に該当するに至つた自己
の意匠のうち前項の規定により意匠登録を受けようとする
意匠の本意匠と同一又は類似のものは、当該意匠登録を受
けようとする意匠についての同条第１項及び第２項の規定
の適用については、同条第１項第一号又は第二号に該当す
るに至らなかつたものとみなす。

３　第１項の規定により意匠登録を受けようとする意匠につ
いての第３条の２ただし書の規定の適用については、同条
ただし書中「同条第四項の規定により同条第３項第四号に
掲げる事項が掲載されたものを除く。）」とあるのは、「当該
先の意匠登録出願について第14条第１項の規定により秘
密にすることを請求したときは、第20条第４項の規定に
より同条第３項第四号に掲げる事項が掲載されたものに限
る。）」とする。

４　第１項の規定により意匠登録を受ける関連意匠にのみ類
似する意匠については、当該関連意匠を本意匠とみなして、
同項の規定により意匠登録を受けることができるものとす
る。当該意匠登録を受けることができるものとされた関連
意匠にのみ類似する意匠及び当該関連意匠に連鎖する段階
的な関連意匠にのみ類似する意匠についても、同様とする。

５　前項の場合における第一項の規定の適用については、同

（団体商標）
第７条　一般社団法人その他の社団（法人格を有しないもの
及び会社を除く。）若しくは事業協同組合その他の特別の
法律により設立された組合（法人格を有しないものを除
く。）又はこれらに相当する外国の法人は、その構成員に
使用をさせる商標について、団体商標の商標登録を受ける
ことができる。

２　前項の場合における第３条第１項の規定の適用について
は、同項中「自己の」とあるのは、「自己又はその構成員の」
とする。

３　第１項の規定により団体商標の商標登録を受けようとす
る者は、第５条第１項の商標登録出願において、商標登録
出願人が第１項に規定する法人であることを証明する書
面を特許庁長官に提出しなければならない。
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